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令和２年度 第２回 高等学校等就学支援金の申請について 

 

 

 日頃より本校の教育活動に御理解と御協力をいただき誠にありがとうございます。 

 さて、令和２年度第２回高等学校等就学支援金（令和２年７月～令和３年６月分）の申請時期とな

りましたので、申請手続について下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

 

１ 申請対象者  以下に該当する方 

（１）入学時の申請手続で、「不申請意向確認書」を提出された方 

（２）入学時の申請手続で、マイナンバー以外の書類で認定を受けた方 

（３）入学時の申請手続で、不認定となった方 

※通知書は本年７月中に東京都教育委員会より直接御自宅へ郵送予定です。 

         （４）令和元年１月２日から令和２年１月１日の間に住所を変更された方 

（同一市区町村内での変更を除く） 

         （５）入学時の申請手続後、保護者の変更があった方 

          

２ 申 請 方 法  （１）上記１（１）、（２）の方 

７月１０日（金）に申請書類を御自宅宛に発送予定です。書類が到着次第 

手続きをお願いいたします。 

（２）上記１（３）の方 

   ８月上旬に申請書類を御自宅宛てに発送予定です。書類が到着次第手続き 

をお願いいたします。 

（３）上記１（４）、（５）の方 

申請書類をお送りするので、７月１４日（火）までに下記の問い合わせ先 

まで御連絡ください。 

 

 

３ そ の 他  入学時の申請手続きでマイナンバーを提出し、就学支援金の認定を受けた方に 

つきましては,今回書類提出の必要はございません。 

その他手続き、制度の詳細につきましては別添「令和２(２０２０年度 高等学校 

等就学支援金（就学支援金）支給手続のお知らせ（７月申請）」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

東京都山崎立高等学校 

 経営企画室 水石 

 電話 ０４２－７９２－２８９１ 



 

 

参考：第２回手続に関する今後のスケジュール 

 
(1) 就学支援金を申請されない方 

本年９月頃に、東京都教育委員会から生徒保護者宛に「納入通知書（令和２年７月〜令和３年

３月分」が送付される予定です。 

⇒ 授業料納入期限 ９月末日 令和２年７月～令和３年３月分（８９，１００円） 

   令和３年４月～６月分の納入通知書は、令和 3年４月発行予定です。 

 

(2) 就学支援金を申請したが、不認定となった方 

本年１０月頃（※）に、東京都教育委員会から生徒保護者宛に「受給資格不認定通知書」及び

「納入通知書（令和 2年７月〜令和 3年３月分）」が送付される予定です。 

⇒ 授業料納入期限 審査結果通知翌月末日 令和2年７月～令和3年３月分（８９，１００円） 

   令和 3年４月～６月分の納入通知書は、令和 3年４月発行予定です。 

   ※申請書の提出時期によって異なります。 

 

(3) 就学支援金を申請し、認定された方 

本年１０月頃（※）に、東京都教育委員会から生徒保護者宛に「支給決定通知書」が送付され

る予定です。 

⇒ 就学支援金を学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充当するため、授業料を納入 

する必要はありません。 

※申請書の提出時期によって異なります。 

 


